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一般社団法人日本画像医療システム工業会  

競争法コンプライアンス規程 
 

平成２４年１０月１日制定 
一部改正 2019 年 9 月 25 日 

 
 
（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本画像医療システム工業会（以下「本会」という。）

の主催するすべての会合（総会、理事会、部会、委員会、勉強会、新年会、懇親会な

ど、形式を問わず本会の活動とされる会合をいう。以下単に「会合」という。）の運

営や統計情報の交換等、事業者団体としての活動について、我が国独占禁止法（私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）を含む各国・地域の競争法（以下「競

争法」という。）を十分に尊重し、これを遵守することを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 この規程の適用範囲は、本会の専務理事、常務理事及び事務局職員（以下「本会役

職員」という。）並びに理事、監事及び本会の主催する会合又は活動に参加する会員

の役職員とする。 
 
（会合） 
第３条 本会が主催する会合の出席者は、会合中はもとより会合の開始前及び終了後におい

ても、次に掲げる事項を話題としてはならない。ただし、既に公表されているものは

この限りでない。 
① 会員各社が商取引上において取り扱う価格等に関することで次に掲げるもの。 
具体的価格、価格変更、価格差、値引き、クレジット条件、コスト等。 
② 会員各社が商取引上において取り扱う数量等に関することで次に掲げるもの。 
具体的生産量、生産能力、在庫、特定製品の販売若しくはマーケティングに関する計

画地域等。 
③ 会員各社の販売先制限、販売地域制限、生産機種制限等の申し合わせ。 
④ 会員各社の設備の新増設又は廃棄等の申し合わせ。 
⑤ その他競争法で禁止されている行為。 

2  本会役職員及び会合の議長は、会合における議題及び資料（事前配布される場合に

限る。）に競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていないことを事前に確認

する。また、会合の招集又は案内に関する通知には、前項各号の事項を話題としては

ならない旨を記載する。 
3   会合のうち、総会、理事会、委員会、部会、勉強会は、次の事項にしたがって運営
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する。 
① 議長は、開会に先立ち、「当会合では競争法上問題となるおそれのある話題を話し

合わない」旨を宣言するとともに、かかる宣言をしたことを議事録に記載する。 
② 議長は、競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には発言者に発言を止

めるよう注意し、発言を止めないときには当該会合を終了させ、当該終了事由を議事

録に記載するとともに、理事会に報告する。 
③ 議長は、当日配布された資料の中に競争法上問題となるおそれのある記載を発見し

た場合には作成者に削除を求め、削除に応じないときには当該会合を終了させ、当該

終了事由を議事録に記載するとともに、理事会に報告する。作成者が削除に応じたと

きには、二重線等で当該記載を削除するとともに、当該記載が削除された旨を議事録

に記載する。 
④ 議長は会合の議事録を作成させる。本会役職員は、原則として少なくとも１名以上

出席（電話会議システムによる方法を含む。以下、この号において同じ。）し、議長

の議事進行を補助する。但し、本会役職員が出席できない場合は、議長は録音機で議

事を録音するものとする。 
4   会合のうち、新年会、懇親会その他の宴席（以下「懇親会等」という。）は、次の事

項にしたがって運営する。 
① 本会役職員は、原則として少なくとも１名以上出席する。 
② 本会役職員は、開会に先立ち、「当会合では競争法上問題となるおそれのある話題

を話し合わない」旨を宣言する。 
③ 本会役職員は、競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には発言者に発

言を止めるよう注意し、発言を止めないときには当該懇親会等を終了させた上、理事

会に報告する。 
 
（統計情報） 
第４条 統計情報の収集、管理及び提供は、本会の調査・研究委員会が行い、次項以下に掲

げる事項を遵守する。 
2   調査・研究委員会は、会員から特定製品の実績値のみを収集し、将来の予測値は収

集しないものとする。会員からの報告は、万全の秘密保持のもと、事務局だけが取り

扱うことができ、委員会では、その集計値のみを審議する。 
3  調査・研究委員会及び事務局は、会員に個社情報を開示してはならない。 
4   調査・研究委員会及び事務局は、統計情報を会員又は一般に提供する際、個社情報

を抽出することが困難となる程度に集合化した上で提供しなければならない。 
 
 
付則 

 この規程は、平成２５年１月１日から施行する｡ 


